
財
務
省
「
法
人
企
業
統
計
調
査
」
に
よ
れ
ば
、
全
て
の
大
企
業
約
５
５
０
０
社
（
資
本
金

10
億
円
以
上
、
金
融
・
保
険
業
含
む
）
の
２
０
２
３
年
度
の
内
部
留
保
は
前
年
度
を
28
兆

円
も
上
回
り
５３９
兆
円
と
な
り
ま
し
た
。
一
方
で
、
厚
生
労
働
省
は
２
０
２
４
年
分
の
毎
月

勤
労
統
計
調
査(

速
報)

で
物
価
を
考
慮
し
た
働
き
手
一
人
当
た
り
の
「
実
質
賃
金
」
は
、
前

年
比
０．２
％
減
と
な
り
、
物
価
の
伸
び
に
賃
金
が
追
い
付
か
ず
３
年
連
続
の
マ
イ
ナ
ス
と
発

表
し
て
い
ま
す
。
今
こ
そ
苦
し
い
生
活
実
態
を
改
善
さ
せ
る
た
め
国
労
に
加
入
し
声
を
上
げ

ま
し
ょ
う
。 

 

世
界
か
ら
見
た
日
本
は
ど
の
よ
う
な
感
じ
な
の
で
し
ょ

う
か
。
２
０
０
０
年
～
２
０
２
３
年
の
名
目
国
内
総
生
産

（
GDP
）
の
伸
び
率
は
、
ア
メ
リ
カ
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス

な
ど
が
２００
％
を
超
え
て
い
る
の
に
対
し
、
日
本
は
GDP
の
５

割
以
上
を
占
め
る
個
人
消
費
が
伸
び
ず
に
低
下
傾
向
に
な

っ
て
い
ま
す
。 

結
果
、
先
進
国
で
は
日
本
だ
け
が
賃
金
が
上
が
ら
な
い
異

常
な
国
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

貨
物
会
社
に
働
く
社
員
の
生
活
実
態
は
、
毎
年
国
労
が
実

施
し
て
い
る
「
２
０
２
４
年
度
賃
金
・
生
活
実
態
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
」
に
よ
れ
ば
「
毎
月
の
赤
字
額
」
が
、
平
均
３
６
，

０
０
０
円
、
生
要
求
額
は
59
歳
以
下
３
０
，
８
７
８
円
、
60

歳
以
上
３
７
，
８
２
６
円
、
要
求
額
平
均
で
は
３
２
，
６
６

３
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。
「
要
求
額
の
根
拠
」
は
「
生
活
向

上
資
金
」「
赤
字
の
補
填
」「
病
気
・
老
後
の
備
え
」
と
す
る

回
答
が
大
半
を
占
め
、「
現
在
の
生
活
程
度
」
に
つ
い
て
は
、

「
不
満
足
」「
や
や
不
満
足
」
と
の
回
答
は
４
７
．
９
％
で
、

貨
物
会
社
社
員
の
厳
し
い
生
活
実
態
が
明
ら
か
と
な
っ
て

い
ま
す
。 

国
労
は
生
活
改
善
に
向
け
、
１
７
，
０
０
０
円
の
賃
金
引

上
げ
を
求
め
て
い
ま
す
。 

政
府
・
財
界
は
２
４
春
闘
で
は
33
年
ぶ
り
の
賃
上
げ
と

な
っ
た
と
し
、
こ
の
流
れ
を
25
年
以
降
に
も
持
続
さ
せ
、

物
価
上
昇
を
上
回
る
賃
上
げ
を
定
着
さ
せ
日
本
経
済
を

「
成
長
型
の
新
た
な
ス
テ
ー
ジ
」
へ
と
移
行
さ
せ
る
と
し

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
実
質
賃
金
が
前
年
比
プ
ラ
ス
と
な

っ
た
の
は
一
時
金
・
賞
与
の
時
期
で
あ
る
６
月
、
７
月
の

２
カ
月
だ
け
で
、
一
時
金
・
賞
与
の
時
期
を
除
け
ば
実
質

マ
イ
ナ
ス
が
続
い
て
い
ま
す
。 

 

 

1. 2025 年 4 月 1日以降の基本給を定期昇給別で 17,000 円引き上げること。 

2. 各等級の基準額を撤廃し、昇給額を引き上げること。 

3. 55 歳を超えて在職する社員の基本給について、交渉経過に基づき是正すること。 

4. シニア賃金を大幅に引き上げること。 

5. 契約社員及び臨時社員についても社員に準じて引き上げること。 

6. 高卒採用給を引き上げること。 

7. 回答は 3月 12 日までとすること。 

8. 2025 年 1 月 1日現在の各諸元を明らかにすること。 

9. 別に申し入れる「労働条件改善要求」についても実現を図ること。 

2025 年 4月 1日以降の新賃金引上げ要求


